
令和６年逗子市教育委員会12月定例会会議日程 

 

令和６年12月18日（水） 

午後２時30分 

逗子市役所５階第３会議室 

 

日程第１ 10月定例会会議録の承認について 

日程第２ 教育長報告事項について 

日程第３ 報告第20号 議案（令和６年度逗子市一般会計補正予算（第５号））作成に 

          関する逗子市教育委員会の意見聴取に対する回答について 

日程第４ その他 

 ・逗子市立体育館管理等要領の一部改正について 

・第72回逗子市内一周駅伝競走大会について 

 ・令和６年度二十歳を祝うずしの集いについて 

 



令和６年逗子市教育委員会 12月定例会教育長報告事項 

 

１ 令和６年度三浦半島地区教育長協議会総会について 12月17日（火） 

２ 令和６年逗子市議会第４回定例会 11月28日（木）～12月13日（金） 

 



報告第20号 

 

議案（令和６年度逗子市一般会計補正予算（第５号））作成に関する逗子市教育

委員会の意見聴取に対する回答について 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第1 6 2号）第29条に基づき、

市長から議案（令和６年度逗子市一般会計補正予算（第５号））作成に関して意見を求め

られ、緊急を要したため、逗子市教育委員会教育長に委任する事務等に関する規則（昭

和60年逗子市教育委員会規則第３号）第３条第１項の規定に基づき、別紙のとおり教育

長の臨時代理により行ったので、同条第２項の規定に基づき報告し、承認を求める。 

 

  令和６年12月18日提出 

 

                              逗子市教育委員会 

                              教育長 大河内 誠 

 

 





































































































































逗子市立体育館管理等要領（平成 26 年 9 月 30 日）の一部改正について（抜粋） 

 

（新旧対照表） 

改正前 改正後 

（年齢による使用制限） 

第 20 条 利用に当たっては、次のとおり年

齢による制限を設けるものとする。 

（１）午後６時 30 分以降の使用制限 

18 歳以上の者が同伴又は送迎する場合

を除き、中学生以下の者だけでの使用は認

めないものとする。この場合において、日

本国の学制に属しない外国籍の者について

は、中学生を 15 歳と読み替えて適用するも

のとする。 

 

 

 

 

（２）乳幼児の入場制限 

使用中の施設（トレーニングルームを含

む。）への乳幼児（小学校入学前の子どもを

いう。）の入場は、保護者又は監督者（20 歳

以上の者に限る。）が利用者として帯同し危

険回避の措置が可能と指定管理者が判断し

た場合を除き認めないものとする。 

この場合において、日本国の学制に属しな

い外国籍の者については、乳幼児を５歳以

下と読み替えて適用するものとする。 

（年齢による使用制限） 

第 20 条 利用に当たっては、次のとおり年

齢による制限を設けるものとする。 

（１）午後６時 30 分以降の使用制限 

18 歳以上の者が同伴又は送迎する場合

を除き、中学生以下の者だけでの使用は、

原則認めないものとする。この場合におい

て、日本国の学制に属しない外国籍の者に

ついては、中学生を 15 歳と読み替えて適用

するものとする。 

（２）保護者の同意 

保護者（18 歳以上の親権者）による同意

書（第１号様式）の提出があった中学生に

は、前号の使用制限は適用しない。 

（３）乳幼児の入場制限 

使用中の施設（トレーニングルームを含

む。）への乳幼児（小学校入学前の子どもを

いう。）の入場は、保護者又は監督者（18 歳

以上の者に限る。）が利用者として帯同し危

険回避の措置が可能と指定管理者が判断し

た場合を除き認めないものとする。 

この場合において、日本国の学制に属しな

い外国籍の者については、乳幼児を５歳以

下と読み替えて適用するものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和６年 11 月１日から適

用する。 

 

 



第１号様式 

 

 

逗子市立体育館の中学生夜間利用保護者同意書 

 

逗子市立体育館 館長 

 

    下記の者が逗子市立体育館を保護者の同伴または送迎なしで 18:30～21:00まで 

利用することに同意します。なお、利用に関するルールやマナーを遵守します。 

    また、事故等が発生した場合において、他の利用者及び施設に故意又は重大な過失 

がない限り、相手方や当該施設には一切の責任を問いません。 

 

   ＊保護者は 18歳以上の親権者とします。 

   ＊本書提出の際は、上記保護者が同伴の上で行ってください。 

   ＊顔写真は、提出の際にこちらで撮影することも可能です。 

   ＊本書に記載いただいた個人情報は、施設利用管理業務のため以外には使用しません。 

   ＊許可証は本書の提出日から直近の３月 31日まで有効です。 

 

 

以下保護者記入欄（利用者本人記入は無効） 

    

【記入年月日】（西暦）    年  月  日 

 

        フリガナ 

  【利用者の氏名】                        

 

  【利用者の生年月日】     年   月   日 【学年】     中学校  年生 

 

        フリガナ 

  【保護者の氏名】                        【続柄】             

 

  【住所】                                      

 

  【緊急連絡先 TEL】                        

 

写真貼付欄 



（改正理由） 

これまで逗子市立体育館の利用に当たっては、午後６時 30 分以降は 18 歳以上の者が同伴又は送迎す

る場合を除き、中学生以下の者だけでの使用を認めていなかった。この制限は、小中学生の安全面を考

慮して定めたものであるが、社会状況を鑑み、中学生以上については保護者から同意書の提出があった

場合には、使用制限をしない制度とするため、要領の一部を改正するもの。 

また、その他字句等について所要の改正を行うもの。 

 



 令和７年１月12日(日)午前９時スタート 

第72回 

 

逗子市内一周 
   駅伝競走大会 

主催 逗子市教育委員会 

   (公財)逗子市スポーツ協会 

主管 逗子市陸上競技協会 

 問合せ先 逗子市市民協働部文化スポーツ課 

 TEL  ：046-873-1111内277 

 Email：bunkasports@city.zushi.lg.jp 

★大会が行われる午前９時から10時30 

 分頃まで、選手の通過にあわせて、   

 コース上で最大15分程度の車両交通  

 規制を行います。 

★近隣にお住まいの皆さま、ご通行中  

 の皆さまのご協力をお願いします。 

交通規制 
を行います 

各中継所での応援はご遠慮ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
                                                                                        大会コース図（全５区 21.7㎞） 

ファミリーマート 

熊野神社 

延命寺 


